
岡山市中高層建築物に関する指導指針 

 

平成２７年 １月１９日制定 

平成３０年 ４月 １日改正 

（目的） 

第１条 この指針は，中高層建築物の建築に関し，建築主と周辺関係者が相互の立場を尊重 

し誠意を持って協力するよう努めるために必要となる手続等について定めることにより，

建築主の責任と協力のもと着実に履行され，紛争を未然に防止することを図り，もって地

域の良好な住環境を保全し，調和のある地域社会の実現に寄与することを目的とする。 

（定義） 

第２条 この指針において使用する用語の意義は，建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。

以下「法」という。）及び建築基準法施行令（昭和２５年政令第３３８号）において使用

する用語の例による。 

２ この指針において，次の各号に掲げる用語の意義は，当該各号に定めるところによる。 

（１）中高層建築物 次のいずれかに該当する建築物をいう。 

   ア 別表（あ）の欄に掲げる各地域内にある同表（い）の欄に掲げる建築物 

   イ 別表（あ）の欄に掲げる地域外にある高さが１０メートルを超える建築物のうち， 

冬至日において同表（う）の欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面であって，

かつ，同表（あ）の欄に掲げる各地域内の土地に日影を生じさせるもの 

（２）建築主 法第２条第１６号の建築主をいう。 

（３）周辺関係者 次のいずれかに該当する者をいう。 

ア 次に掲げる地域内の土地の所有者並びに建築物の所有者及び占有者であって，現

に占有し，使用しているものをいう。 

（ア） 建築主が建築しようとする中高層建築物が冬至日の真太陽時による午前８時か

ら午後４時までの間において，別表（あ）の欄に掲げる各地域ごとに同表（う）

の欄に掲げる平均地盤面からの高さの水平面に，敷地境界線から超える部分（道

路，水面，線路敷等は除く。）において，同表（え）の欄に掲げる時間以上の日影

を生じさせることとなる範囲内の同表（あ）の欄に掲げる地域 

（イ） 建築主が建築しようとする中高層建築物が周辺地区へテレビ電波（地上デジタ

ル放送及び衛星放送をいう。）障害を生じさせることとなる範囲（以下「テレビ電

波障害予測範囲」という。）内の地域 

（ウ） 建築主が建築しようとする中高層建築物の計画建築敷地から水平距離１０メー

トルの範囲内の地域 

（エ） 建築主が建築しようとする中高層建築物の外壁面又は外壁面に代わる柱面から

中高層建築物の高さに相当する水平距離の範囲内の地域 

イ ア（ア），（ウ）及び（エ）の地域にその全部又は一部の区域が含まれる町内会，

交通安全対策協議会及び交通安全母の会 



（事前協議等） 

第３条 建築主は，第５条に規定する協議結果の報告書等を提出する前に，周辺関係者に建

築計画を説明し，及び協議しなければならない。 

２ 建築主及び周辺関係者は，一方から中高層建築物の建築計画について協議を求められた

場合はこれに応じるよう努めるとともに，協議の内容について協定の締結を求められた場

合は締結するよう努めるものとする。 

３ 建築主及び周辺関係者は，中高層建築物の建築に関して生じた紛争について，相互の立

場を尊重し，誠意を持って解決するよう努めなければならない。 

（計画の公開） 

第４条 建築主は，中高層建築物の計画の概要を周辺関係者に周知するため，中高層建築物

建築予定地の見やすい場所に，建築計画の概要及び配置図を記載した標識（様式第１号）

を前条第１項の規定による事前協議を行う前に設置しなければならない。 

２ 建築主は，前項の標識を設置後直ちに，標識設置報告書（様式第２号）を市長に提出し

なければならない。 

（協議結果の報告書等の提出） 

第５条 建築主は，第３条の事前協議の結果について，法第６条第１項の確認の申請又は法

第１８条第２項の計画の通知を行う原則として３０日以上前までに，次に掲げる図書（以

下「協議結果の報告書等」という。）を市長に提出しなければならない。 

（１）建築計画書（様式第３号） 

（２）誓約書（様式第４号） 

（３）付近見取図 市域図縮尺２，５００分の１ 

（４）配置図 縮尺２００分の１程度 

（５）平面図，立面図及び断面図 縮尺２００分の１程度 

（６）時間日影図及び等時間日影図 縮尺１００分の１，２００分の１又は５００分の１

程度 

（７）付近状況図 縮尺５００分の１程度（第２条第２項第３号ア（ア）から（エ）に掲

げる地域の土地，建築物の敷地，用途，所有者，占有者等が識別できるもの及びテ

レビ電波障害予測範囲を記入すること。） 

（８）テレビ電波障害予測範囲図 縮尺２，５００分の１程度 

（９）事前協議結果報告書（様式第５号） 

（受理済証の交付） 

第６条 市長は，協議結果の報告書等の記載内容についての整合性を確認した場合は，建築

主に受理済証（様式第６号）を交付するものとする。この場合において，建築主は，法第

６条第１項の確認の申請又は法第１８条第２項の計画の通知を行う前に，受理済証の交付

を受けるよう努めなければならない。 

（計画の変更） 

第７条 建築主は，中高層建築物の計画を変更しようとするときは，速やかに計画変更届（様

式第７号）を市長に提出しなければならない。 

２ 前項の場合において，計画の変更により周辺関係者が追加されたときは，当該周辺関係



者について付近状況図及び事前協議結果報告書（様式第５号）を速やかに提出し，及び変

更前の周辺関係者についても改めて協議結果を速やかに提出しなければならない。 

３ 第３条及び第５条の規定は，計画の変更により中高層建築物となる場合において準用す

る。 

（完了の報告） 

第８条 建築主は，法第７条第５項又は第１８条第１６項の規定による検査済証の交付の日

から７日以内に，完了報告書（様式第８号）を市長に提出しなければならない。 

 

附 則 

１ この指針は，平成２７年４月１日から施行する。 

２ この指針は，この指針の施行の日以後に中高層建築物の建築又は計画の変更に伴い標

識を設置する場合に適用し，同日前に廃止前の岡山市中高層建築物に関する指導要綱

（昭和５４年市告示第９２号）に基づく説明及び協議を開始し，平成２７年６月３０日

までの間に建築計画書を提出した者については，なお従前の例によることができる。 

３ この指針は，平成３０年４月1日から施行する。 

 

別表（第２条関係） 

備考 

この表において，平均地盤面からの高さとは，当該建築物が周囲の地面と接する位置の平

均の高さにおける水平面からの高さをいう。 

 

（あ） （い） （う） （え） 

地   域 制限を受ける建築物 
平均地盤面からの

高さ 
日影時間 

第一種低層住居専用地域, 

第二種低層住居専用地域 

又は田園住居地域 

軒の高さが７メートルを超える建築物

又は地階を除く階数が３以上の建築物 
１．５メートル ２．５時間 

第一種中高層住居専用地域 

又は第二種中高層住居専用地域 
高さが１０メートルを超える建築物 ４．０メートル ２．５時間 

第一種住居地域 

第二種住居地域 

又は準住居地域 

高さが１０メートルを超える建築物 ４．０メートル ３．０時間 


